
開成踏切拡幅工事に伴う
車両通行規制終了のお知らせ

日頃より本市の道路事業に対し、ご理解を賜り厚くお礼申し上げます。
市道愛子赤坂線の開成踏切における、踏切を拡幅し両側へ歩道を設置する工事に伴い
実施していた交通規制につきまして、令和8年2月28日で終了致します。
皆さまにはご不便をおかけしておりましたが、ご協力いただき誠にありがとうございました。
今後は踏切前後の道路工事を行う予定です。工事時期・内容が決まりましたら別途お知
らせ致します。

仙台市青葉区宮城総合支所 道路課 道路建設係
〒989-3125 仙台市青葉区下愛子字観音堂５
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